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る
碑
遺
蹟
と
も
拝
し
得
ら
る
る
。
而
し
て
此
の
大
八
洲
に
生

を
享
け
た
我
々
の
祖
光
は
、
上
に
大
御
稜
威
を
仰
ぎ
、
肇
國
晴
祠
を
競

£し

し
つ
＼
幾
多
の
限
靴
を
凌
い
で
國
土
を
間
褻
し
泊
皇
這
を
扶
翼
し
て

皇
國
の
尊
歳
昂
揚
に
努
め
、
又
緩
神
の
隅
冶
を
宗
と
し
，
衣
食
住
を
豊

か
に
し
つ

4
精
薗
的
に
も
、
物
質
的
に
息
文
化
を
預
展
せ
し
め
て
今
日

の
日
本
の
建
訳
に
力
を
墨
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
史
蹟
と

あ
り
や
従
来
日
本
響
紀
？
萬
葉
集
等
に
基
く
推
定
に
止
ま
つ
て
ぬ
た
宮

居
の
位
置
≫
親
模
は
之
に
依
つ
て
初
め
て
完
全
な
解
決
の
緒
に
就
い
た

の
で
あ
っ
て
平
城
宮
趾
，
或
は
洲
つ
て
藤
原
宮
以
前
の
官
居
の
考
察

に
示
唆
ず
る
虞
齢
く
な
い
が
¥
更
に
此
の
律
令
時
代
初
期
に
於
け
る
制

度
施
行
の
研
究
に
一
資
料
を
梨
へ
る
も
の
で
あ
り

9ぃ
龍
じ
て
共
の
離
大

に
し
て
整
然
た
る
結
栖
は
賞
時
の
氣
塊
に
渾
ち
た
國
勢
の
氣
息
を
直
接

我
々
に
感
ぜ
し
め
る
も
の
と
し
て
栖
め
て
債
値
多
き
遺
譲
で
あ
る
。
又

古
墳
沿
住
居
趾
¥
貝
塚
等
の
如
き
考
古
學
上
の
達
蹟
は
詞
先
の
墳
墓
と

し
て
¥
又
國
土
開
拓
の
素
地
を
築
い
た
人
々
の
努
力
の
跡
と
し
て
先
づ

遺
蹟
研
究
の
浩
革
は
、
今
之
を
詳
述
す
る
追
は
な
い
が
贔
例
へ
ば
中
批

の
日
本
書
紀
1

本
書
の
編
纂
に
既
に
或
る
程
度
の
選
蹟
の
研
究
が
行

は
れ
た
と
思
は
れ
る
が
1

ー
の
如
き
古
典
の
研
究
の
一
部
分
と
し
て
採

り
上
げ
ら
れ
，
風
土
記
ー
此
の
内
に
詞
々
等
の
遣
蹟
が
記
戴
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
，
遺
蹟
の
闘
心
の
夙
に
高
ま
つ
て
ぬ
た
こ
と
を
示
す
冷
の

で
あ
ら
う
ー
ー
等
を
引
用
し
て
郎
城
の
考
艶
が
試
み
ら
れ
て
を
り
t

叉

萬
葉
集
を
始
め
詑
歌
集
の
歌
枕
研
究
も
共
の
一
の
現
れ
と
し
て
考
へ
て

よ
っ
て
の
み
黎
明
期
の
文
化
が
明
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鍮
重
唸
ら
る
べ
き
こ
と
は
言
ふ
ま
で
急
た
い
が

P

殆
ど
其
の
示
す
虞
に

史一

よ
い
。
和
歌
名
所
方
角
炒
忙
宗
祇
の
歌
枕
遍
歴
の
記
録
と
言
は
れ
て

ゐ
る
が
、
嘗
時
の
公
卿
信
侶
等
知
賊
階
級
の
紀
行
文
等
に
も
歌
枕
に
野

ず
る
少
か
ら
ぬ
闘
心
が
盛
ら
れ
て
ぬ
る
。
又
上
宮
太
子
拾
逹
記
、
太
子

偲
玉
林
抄
審
を
披
け
ば
芯
翌
徳
太
子
や
怖
敦
偉
宗
時
代
の
佛
寺
の
滑
藝

等
に
付
て
語
ら
れ
苔
嘗
時
御
在
位
の
天
皇
の
宮
証
に
闊
す
る
偉
院
が

検
討
さ
れ
て
ぬ
る
。
斯
く
の
如
く
、
逹
蹟
研
究
の
悶
心
は
早
く
か
ら
共

の
前
芽
が
見
ら
れ
る
と
は
言
へ
、
此
等
は
概
ね
夫
々
の
開
心
が
中
心
と

た
り
も
共
の
尉
象
も
周
限
さ
れ
て
を
つ
た
が
叶
江
戸
時
代
に
入
り
、
各
般

の
學
術
勃
興
し
，
國
史
の
履
系
化
の
進
む
に
つ
れ
て
史
上
の
著
名
な
遣

蹟
の
瓢
査
も
翫
く
普
及
し
万
此
の
時
代
に
著
さ
れ
た
各
他
の
他
誌
類
は

枚
拳
に
這
が
な
い
が
、
佃
れ
を
採
つ
て
も
夫
々
の
他
方
に
於
け
る
遺
蹟

に
付
て
繁
簡
の
差
は
あ
れ
↑
．
必
す
其
の
為
に
頁
を
割
い
て
を
り
＼
叉
奮

蹟
の
み
を
尉
象
と
し
た
著
這
も
相
号
国
の
款
に
逹
し
て
ぬ
る
。
叉
尊
皇
論

の
褻
逹
と
共
に
御
餃
の
調
査
が
進
み
，
此
の
方
面
か
ら
も
遣
蹟
の
研
究

が
活
證
と
な
つ
て
行
っ
た
°
固
よ
り
是
等
の
研
究
は
今
日
の
限
か
ら
見

れ
ば
、
選
蹟
の
考
査
の
勘
に
付
て
は
，
例
へ
ば
本
居
宜
長
の
大
和
馳
方

蹟
査
記
た
る
菅
笠
日
記
に
見
る
が
如
＜

f

概
ね
素
朴
な
も
の
が
多
か
つ

た
が
、
幕
末
の
北
浦
定
政
の
手
城
官
大
杓
裏
坪
割
園
の
如
き
、
學
術
的

ー一感

恵
と
澄
測
た
る
創
造
に
満
ち
満
ち
，
ま
こ
と
図
生
み
の
御
祖
の
肺
の
崇

生
み
給
う
と
こ
ろ
，
而
忍
其
の
莞
果
て
に
生
れ
ま
せ
る
天
照
大
帥
は
長

偶

く
も
皇
祖
に
ま
し
ま
す
。
我
々
を
困
饒
す
る
自
然
は
賓
に
祠
々
の
厚
き

鳳
物
，
此
の
哀
々
を
育
む
自
然
は
共
の
か
み
伊
拝
詩
尊
澤

伊
拝
再
尊
の

我
々
の
安
住
ず
る
大
旭
も

蹟 戻一
ー’’

翫｝

i‘, 

我
々
の
耕
す
悪
土
，
武
々
の
跳
め
る
山
川

史

蹟

偶

ば
是
審
の
史
上
顕
著
な
事
績
の
行
は
れ
た
虞
~
先
人
の
生
活
の
用
を
徴

す
べ
音
跡
で
あ
り
，
駿
密
に
へ
ば
國
史
の
成
跡
が
有
形
的
に
—
ー
例

へ
ば
建
逹
物
;
人
は
境
域
、
礎
石
等
の
如
き
，
或
は
古
代
住
居
趾
や
城
郭

の
如
き
浴
何
尊
か
の
形
を
採
り
つ

i
故
地
に
定
着
し
て
選
存
し
て
ぬ
る

物
で
あ
っ
て
，
國
生
み
の
御
祖
の
評
の
御
遺
蹟
を
飾
る
珠
玉
と
も
土
芋
と

も
言
へ
や
う
。
我
々
は
遺
蹟
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
祖
先
の
努
力
の
麟
と

目
の
嘗
り
見
る
こ
と
が
出
末
る
の
で
あ
る

Q

仰
も
更
め
て
説
く
迄
も
な

＜
我
が
國
の
漿
達
の
跡
は
文
献
選
物
と
並
ん
で
遺
殴
の
闊
明
を
侯
つ
て

初
め
て
完
全
な
姿
用
を
得
る
の
で
あ
り
さ
荀
も
図
史
に
闘
心
を
持
つ
者

は
遺
蹟
を
尋
ね

i
天
の
醤
朕
を
究
む
べ
き
で
あ
っ
て
尋
塩
蹟
は
國
史
資
料

の
一
分
野
と
し
て
高
く
評
惰
さ
訊
ね
ば
た
ら
ぬ
。
例
へ
ば
近
時
褻
掘
さ

れ
た
蔭
原
官
麟
麟
疇
[
『
°
〗
“
天
皇
、
の
証
は
殆
ど
佛
敦
文
化
に
よ
っ
て

て
代
初
訊
の
遺
蹟
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
で

文

部

省

史

蹟

考

査

官

黒

板

昌

夫
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は
嘗
然
の
措
證
で
あ
っ
て
、
事
重
要
と
認
め
ら
れ
て
も
≫
蓄
朕
湮
滅
し

則
と
し
て
遺
構
遺
蹟
の
よ
く
遺
存
し
て
ゐ
る
も
の
を
撰
捧
す
べ
き
こ
と

祖
先
に
振
り
返
へ
ら
せ
＼
共
の
努
力
の
跡
、
に
尊
敬
の
念
を
抱
か
し
め
る

れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ
，

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
て
我
國
を
豊
に
し
て
来
た

に
軽
重
が
あ
り
、
共
の
遺
存
の
朕
況
も
蓋
々
で
あ
る
が
．
國
家
に
於
て

指
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、
是
等
の
中
國
史
上
顕
著
で
あ
り
、
且
叉
原

貫
性
と
言
ふ
こ
と
は
我
々
を
し
て
遠
く
草
昧
の
批
、
國
土
の
開
褻
に
汗

し
た
人
々
を
始
め
、
各
々
共
の
堵
に
安
ん
じ
て
業
に
励
み
、

1

旦
事
有

の
十
一
項
目
の
多
き
に
分
た
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
4
る
範
疇
の
史

蹟
は
、
村
に
、
町
に
ー
ー
全
國
に
渉
つ
て
散
在
し
、
共
の
史
上
の
債
値

つ
＼
慈
ゆ
み
な
く
永
遠
に
堂
々
の
流
れ
を
綾
け
る
。
此
の
國
史
の

渾
な
る
大
河
で
あ
り
、
幾
多
の
支
流
を
受
け
入
れ
て
共
自
身
を
大
に
し

の
香
氣
高
き
精
緻
な
研
究
も
出
る
に
至
り
、
此
等
先
人
の
研
究
業
績
が

多
少
共
今
日
の
臨
術
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
こ
と
に
、
此
の
時
代
の

遣
業
の
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
各
地
方
に
於
て
遺
蹟

顕
彰
碑
の
螢
ま
れ
た
の
も
此
の
時
代
で
あ
っ
て
、
寛
政
十
一
年
、
神
武

天
皇
翌
蹟
蒐
田
高
倉
山
噂
謬
闘
悶
琴
芦
立
噂
知
繹
、
に
附
近

の
有
志
に
依
り
、
皆
川
悪
の
筆
に
係
る
「
紳
武
天
皇
望
軍
之
奮
蹟
．
j

た

る
碑
が
建
て
ら
れ
、
貞
享
五
年
、
津
山
藩
主
森
氏
の
臣
長
尾
勝
明
は
藩

に
建
て

院
庄
館
趾
（
兒
島
高
億
停
説

主
に
告
げ
、
顕
彰
碑
を
院
庄
の
故
地
地
）
と
し
て
史
蹟
に
指
定
、

て
、
後
醍
醐
天
皇
行
在
所
た
る
こ
と
を
標
し
，
兒
島
高
徳
の
忠
節
を
偲

び
、
次
い
で
文
化
九
年
津
山
藩
主
訟
平
康
孝
は
選
蹟
三
方
浮
上
に
松
櫻

樹
を
補
植
せ
し
む
る
こ
と
等
が
あ
っ
た
が
、
長
尾
氏
の
建
碑
は
吉
野
時

代
遺
蹟
顕
彰
の
畢
と
し
て
早
い
も
の
で
あ
る
。
．
元
緑
五
年
、
水
戸
光
閑

が
楠
公
戦
死
の
地
に
「
嗚
呼
忠
臣
楠
子
之
墓
，
一
の
墓
碑
を
建
て
、
遣
烈

を
追
慕
顕
彰
し
た
こ
と
は
餘
り
に
も
有
名
で
あ
る
，
是
等
は
思
ひ
付
い

た
も
の
の
中
か
ら
匠
ん
の
二
三
の
例
を
畢
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
か
4

る
顕
彰
的
な
企
は
史
践
保
存
の
具
證
化
の
曙
光
と
し
て
注
意
す
べ
く
、

宮
趾
、
寺
趾
、
古
墳
等
が
展
々
崇
り
|
|
＇
崇
敬
か
ら
轄
じ
た
も
の
で
あ

ら
う
が
、
此
の
崇
敬
と
云
ふ
こ
と
が
索
朴
な
が
ら
保
存
の
本
質
を
衝
い

決
定
さ
れ
た
保
存
要
目
も
、

一
、
都
城
趾
、
宮
趾
、
行
宮
趾
其
ノ
他
皇
室

-l一闊係
深
キ
史
蹟

I!
、
爵
寺
ノ
趾
跡
及
祭
祀
信
仰
＝
闘
ス
芦
踏
i

ジ
テ
重
要
ナ
尼
モ
ノ

-l-、
古
墳
及
著
名
ナ
レ
人
物
ノ
墓
泣
碑

四
、
古
城
趾
、
城
砦
、
防
蝸
、
古
職
揚
、
國
郡
靡
趾
共
ノ
弛
政
治
軍
事
＝
闊

係

深

キ

史

蹟

．

五
、
聖
廟
、
郷
學
、
藩
學
、
文
庫
叉
＾
是
等
ノ
趾
其
ノ
他
敬
育
學
藝
二
闘
係

深
キ
史
蹟

六
、
業
関
趾
、
悲
田
院
趾
共
ノ
他
社
會
帯
業

i
l

闘
係
ア
ル
史
蹟

七
、
古
闘
飩
1

里
琴
窯
趾
、
市
揚
趾
共
ノ
他
産
業
交
通
土
木
等

i
l

闘
ス

ル
諏
要
ナ
ル
史
蹟

八
、
由
緒
ア
ル
薔
宅
、
苑
池
、
井
泉
、
樹
石
ノ
類

九
、
貝
塚
遥
物
包
含
地
、
神
舘
石
茸
＾
ノ
他
入
類
學
及
考
古
學
上
重
要
ナ
ル
遺

蹟
+
、
外
國
及
外
國
人

l
l

闘
係
ア
ル
軍
要
ナ
ー
ル
史
蹟

十
一
、
重
要
ナ
ル
偲
説
地

た
も
の
で
も
あ
っ
た
ー
ー
等
の
如
き
偉
承
の
類
に
よ
つ
て
偶
々
保
存
せ

ら
れ
て
ゐ
た
の
と
異
な
り
？
更
に
進
ん
だ
積
極
的
な
保
存
事
業
の
漸
く

盛
な
ら
ん
と
す
る
機
運
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
明
治
大
正
の
御

代
に
入
る
と
共
に
、
研
究
は
文
献
的
方
面
に
於
て
も
、
叉
様
式
的
方
面

に
於
て
も
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
、
技
術
的
に
も
向
上
し
、
又
研
究
の
分

野
も
著
る
し
く
摸
め
ら
れ
て
来
た
が
、
國
史
尊
重
の
精
紳
の
品
揚
と
共

に
、
史
蹟
の
湧
滅
を
憂
ふ
る
輿
論
が
高
ま
り
、
か
4
る
機
運
の
醸
成
す

る
と
こ
ろ
、
大
正
八
年
四
月
に
は
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
の
公

布
を
見
、
史
蹟
に
封
し
國
家
的
保
護
の
途
が
講
ぜ
ら
れ
、
國
家
の
由
緒

が
永
遠
に
億
へ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
°
保
存
の
方
法
も
顕
彰
を
主
と

し
た
素
朴
な
保
存
思
想
を
脱
却
し
、
一
定
の
地
域
を
指
定
し
て
共
の
現

朕
を
保
存
し
、
．
往
時
の
遺
構
を
其
の
儘
に
保
護
せ
ん
と
す
る
極
め
て
畢

術
的
な
、
し
か
も
、
〗
県
の
顕
彰
に
適
ふ
も
の
に
進
展
し
て
来
た
の
で
あ

る
，
此
の
法
律
の
施
行
は
、
蓋
し
修
史
局
の
設
置
、
古
社
寺
保
存
法
ー
・

ー
國
賓
保
存
法
の
制
定
等
と
共
に
，
現
代
に
於
け
る
政
府
の
國
史
闘
係

事
業
の
仕
畢
と
も
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿
諭
肇
國
が
悠
久
の
古
に
在

り
、
史
上
各
分
野
に
光
彩
陸
離
た
る
業
績
が
遣
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
應

じ
、
史
蹟
も
亦
嘗
然
共
の
種
類
は
極
め
て
豊
富
で
あ
つ
て
、
大
正
九
年

或
は
菌
規
の
破
壊
著
し
き
も
の
の
指
定
せ
ら
れ
ざ
る
は
己
む
を
得
な
い

の
で
あ
り
、
穂
じ
て
指
定
以
外
の
も
の
は
‘
]
夫
々
峨
元
に
於
て
保
存
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
。
政
府
指
定
の
史
蹟
は
今
や
九
二
五
件
に
上

り
、
尚
指
定
を
考
慮
中
の
も
の
も
多
々
存
す
る
芍
是
等
も
其
の
保
存

は
政
府
だ
け
で
な
く
、
地
元
を
始
め
國
民
一
般
の
保
護
を
侯
つ
て
初
め

て
完
遂
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
民
間
の
協
力
の
要
望
せ
ら
れ
る
所
以
で

あ
る
。
賓
に
史
蹟
に
謝
す
る
者
は
、
共
の
研
究
固
よ
り
重
要
で
は
あ
る

が
；
同
時
に
之
と
併
行
し
て
現
朕
の
保
存
と
云
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
有
終
の
美
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、

か
く
て
初
め
て
共
の

史
蹟
に
身
命
を
賭
し
た
先
人
の
霰
に
應
へ
る
事
が
出
来
・
、

叉
初
め
て
其

虔
に
流
露
す
る
古
人
の
美
る
は
し
い
精
肺
を
受
け
糧
ぐ
者
と
言
ふ
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
元
来
國
史
は
肇
國
精
肺
の
展
開
を
主
流
と
す
る
雄

一 感 個 蹟 史ー一—` 09  
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g
 

ヽ

握
す
る
と
こ
ろ
，
史
蹟
に
封
す
る
心
糖
へ
に
つ
き
示
唆
に
富
む
も
の
と

言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

以
上
菰
は
史
蹟
、
保
存
に
付
き
息
ひ
つ
く
儘
を
記
し
て
来
た
。
此
の

遷
で
韓
じ
て
史
蹟
の
各
例
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
が
，
同
よ
り

共
の
紙
幅
も
這
息
た
＜
，
氣
の
つ
く
儘
事
例
を
拾
つ
て
紹
介
す
る
に
止

め
て
置
き
度
い
。

今
史
蹟
を
展
望
し
て
、
先
づ
何
よ
り
胸
を
打
つ
も
の
は
何
と
言
っ
て

も
常
に
民
草
を
導
き
給
ふ
皇
室
の
御
遺
蹟
で
あ
る
。
過
般
文
部
省
に
於

て
詞
査
決
定
さ
れ
た
赫
式
天
皇
聖
蹟
を
拝
し
て
も
？
天
皇
は
逢
か
九
州

よ
り
大
和
に
至
る
迄
、
常
に
李
先
皇
軍
を
指
揮
せ
ら
れ
て
を
り

3

御
親

ら
院
を
凌
ぎ
荒
海
を
渡
ら
せ
ら
れ
て
賊
虞
を
御
誅
減
、
皇
基
を
定
め
給

う
た
御
鴻
業
は
萬
民
の
等
し
く
仰
ぐ
と
こ
る
で
あ
る
が

B

此
の
御
精
帥

は
冗
弘
建
武
の
祉
に
柄
焉
と
し
て
顕
れ
る
。
後
醍
醜
天
皇
の
聖
践
は
笠

置
山
に
，
院
庄
に
、
隠
岐
の
國
分
寺
境
円
に
、
船
上
山
行
宮
趾
、
圏
敦

何
れ
も
．

寺
境
内
、
敦
王
護
闊
寺
境
頁
延
麿
寺
境
肉
指
定
盛
安
に
拝
せ
ら
れ
、
“

吉
野
御
遷
幸
後
，
後
村
上
天
皇
，
長
慶
天
皇
、
後
籠
山
天
皇
と
≫
皇
統

て
贔
封
す
る
大
賓
域
麟
の
み
賊
軍
の
敗
し
い
重
園
の
中
に
在
つ
て
．

此
虞
に
干
文
の
響
を
聞
き
っ

i
か
の
肺
呈
正
統
記
が
修
訂
さ
れ
，
闘
城

書
の
大
文
字
が
記
さ
れ
た
か
と
思
へ
閃
北
畠
親
房
公
の
一
言

1

句
は

之
を
机
上
に
緒
く
時
よ
り
忍
，
逢
に
憫
々
と
し
て
胸
に
追
る
も
の
が
あ

り
，
赤
阪
城
糾
楠
木
城
趾
（
上
赤
阪
城
趾
）
苔
千
早
城
証
，

J
金
剛
山

鍔
も
に
誓
曳
い
て
初
め
て
楠
公
の
偉
大
な
智
謀
と
苦
境
の
中
に
撓

ま
ざ
り
し
忠
節
と
が
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
歪
斯
く
の
如
く
史
蹟
か
ら
汲

み
取
ら
れ
る
祖
先
の
逍
訓
は
豊
冨
且
深
遠
で
あ
る
が

5

之
に
付
て
想
起

さ
れ
る
の
は
彼
の
頼
山
陽
の
日
本
外
史
楠
氏
騎
賛
で
あ
る
。
「
外
塁
氏

曰
冷
余
款
々
往

1
1

末
獅
播
間
「
訪
孟

i

所
，
謂
櫻
井
騨
者
↓
得
二
之
山
綺
路
ご

小
村
耳
，
過
者
或
戸
賓
其
為
嘉
艮
差
麟
足
利
織
豊
敦
氏
征
故

髪
移
、
道
里
騨
聰
随
粽
改
判
余
裕
是
,
低
閏
不
＞
位
炉
去
、
瓢
皇

金
剛
山
簗

t
1

立
雲
際
↓
想
―
ー
一
見
公
學
＞
蓑
之
秋
，
及
共
子
孫
擦
以
抒
一
一
譲
王

享
也
こ
と
筆
を
起
し
，
正
成
公
及
び
一
誤
の
誡
忠
を
絞
し
て
之
を
讃
美

化
の
一

ー

し
て
ゐ
る
が
、
之
を
口
詞
め
戻
山
悶
が
呈
人
に
問
竺
漸
く
櫻
共
靡

襖
井
闘
雙
梢
公
億
を
零
ね
得
て
逍
に
楠
氏
の
忠
誡
を
偶
び
、

匝
地
）
と
し
て
指
定

る
椋
は
訪
彿
と
し
て
眼
前
に
浮
ぶ

感
慨
に
耽

蓋
し
櫻
共
靡
趾
の
感

銘
を
卒
直
に
述
べ
た
3
ミ
し
で
あ
り
、
史
蹟
を
珪
簡
し
，
共
の
精
詞
を
把

の
正
し
き
を
示
さ
れ
、
皇
這
の
恢
弘
に
努
め
さ
せ
給
ひ
沿
四
園
の
朕
勢

に
應
じ
て
大
和

3

河
内
，
矯
津
，
山
城
の
間
に
行
宮
を
詈
ま
せ
ら
れ
た

応
其
の
御
遺
蹟
と
し
て
、
吉
野
＇
麟
直
直
訳
い
二
榮
山
寺
布
官
証
疇

□

観
心
寺
境
内
囀
鱈
上
金
剛
寺
境
内
疇
彗
住
喜
宮
趾
疇
胃
八
幡
行
宮

贔
翻
上
が
あ
り
鱈
虹
も
＂
共
の
御
麒
難
は
偲
び
奉
る
だ
に
畏
れ
多
く
¥

之
を
忍
ば
せ
ら
れ
つ
上
天
津
日
嗣
の
尊
厳
を
堅
持
し
給
う
た
と
こ
ろ
に

烈
々
た
る
正
義
が
滋
り

3

之
を
拝
す
る
者
に
燕
上
の
感
銘
を
具
へ
る
。

而
し
て
時
に
挺
身
忠
節
を
蓋
く
し
た
忠
臣
の
遺
蹟
は
各
槌
に
散
在
し

3

目
下
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
三
十
件
に
近
い
。
此
の
吉
野
時
代
の
御

鴻
誤
を
受
け
て
ぅ
之
を
完
成
し
た
明
治
維
新
闘
係
に
付
て
は
溶
訟
下
村

塾
さ
吉
田
訟
賦
幽
囚
二
霞
宅
，
岩
倉
具
説
幽
楼
奮
宅
，
木
戸

賽
伊
藤
憶
文
薔
宅
も
武
市
半
平
太
董
宅
輝
訊
も
年
寿
が
あ
り
，
尊
皇
吟
囀

史
上
の
人
々
や
維
新
志
士
の
蓼
等
の
指
定
せ
ら
れ
た
も
の
は
相
嘗
の
数

に
上
る
が
畜
明
治
の
聖
代
に
入
る
や
、
天
皇
の
御
鴻
隷
を
偲
び
奉
る
一

端
と
し
て
例
へ
ば
御
巡
幸
の
翌
蹟
が
あ
る
。
南
は
鹿
兒
島
縣
か
ら
'
北

は
遠
く
北
悔
道
に
及
ぶ
迄
殆
ど
全
國
に
行
在
所
、
御
小
休
所
等
を
拝

し
、
今
日
指
定
さ
れ
た
も
の
は
三
五
七
件
に
上
り
，
尚
調
査
忍
績
け
ら

れ
て
ぬ
る
が
，
交
通
不
便
の
時
に
方
り
、
か
く
も
御
足
跡
の
汎
く
行
き

尤
奮

し
て
共
の
数
を
障
く
と
こ
ろ
に
筆
舌
を
紹
し
た
忍
激
を
覺
え
る
。
闘
城

晶

竺

角

に

立

て

ば

特

む

と

こ

ろ

は

殆

互

大

賓

泊

鱈

喜

贔

訓
性
に
あ
る
が
溶
史
蹟
は
在
り
し
日
の
姿
の
儘
に
我
々

ろ
に
特
異
性
が
あ
る
の
で
あ
り
，
我
々
は
い
は
ゞ
古
人
と
席
を
同
じ
ら

ー一感

初
め
て
古
人
の
偉
大
さ
も
判
る
の
で
あ
る
。
國
史
の
働
き
の
二
国
は
敦

一
へ
る
と
こ

虔
な
る
態
度
と
正
し
き
理
解
と
を
以
て
望
む
な
ら
悶
史
蹟
は
常
に
我

々
に
感
銘
と
敦
訓
と
を
奥
へ
る
も
の
で
あ
り

P

哉
々
は
現
馳
に
揆
し
て

偶
内
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
而
し
て
荼
し
唯
我
々
が
敬

先
の
活
動
の
痰
跡
た
る
史
蹟
を
も
つ
と
我
々
の
身
近
円
賓
践
生
活
の

酸
徳
性
は
よ
く
認
麟
さ
れ
な
け
虹
ば
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
哉
々
は
姐

べ
き
で
あ
り
，
史
蹟
條
存
の
基
調
と
し
て
の
此
の
崇
訊
の
念
ぅ
部
ち
道

史一—

を
受
け
警
ぐ
我
々
は
常
然
胴
先
の
遺
蹟
に
深
羞
敬
と
親
愛
と
を
捧
ぐ

誓
。
之
を
古
来
の
図
民
這
徳
た
る
崇
祖
の
念
に
照
し
て
見
て
支
配

の
感
長
し
，
愛
護
の
賞
を
攀
げ
る
こ
と
は
、
我
、
夕
の
賞
然
の
責
膀
で

績
の
行
は
れ
た
逹
蹟
は
正
に
之
に
匹
敵
す
る
も
の
と
言
ふ
ぺ
く
，
尊
崇

ペ
き
で
あ
る
。
國
家
に
功
績
高
き
入
々
の
加
霊
を
奉
祀
し
，
汎
＜
衆
庶

の
奉
賽
を
享
け
さ
せ
ら
れ
る
帥
胴
は
齢
く
な
い
が
、
先
人
の
買
摯
た
事

24 

巧
此
の
感
慨
は
嘗
然
移
し
て
共
等
の
人
々
の
遺
蹟
に
付
て
も
抱
か
る
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ね
ば
た
ら
ぬ

c)

活
の
母
胎
と
し
て
虔
し
い
尊
敬
と
，
衷
心
か
ら
の
愛
著
と
を
以
て
護
ら

方
に
忍
宿
つ
て
ゐ
る
。
我
々
は
史
蹟
を
心
の
故
撼
と
し
て
，
成
々
の
生

に
奮
死
し
た
人
々
の
忠
誡
は
偲
は
つ
て
我
々
の
精
肺
と
な
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
見
鈴
屋
疇
冒
直
這
麟
に
獨
り
想
を
古
代
に
致
し
、
日
本
の

鈍
粋
さ
に
徹
せ
ん
と
し
た
本
居
宜
長
の
思
索
は
相
享
け
て
我
，
々
の
考
へ

敦
ふ
る
虞
を
翫
味
し
て
、
保
存
を
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
千
早
城

る
。
我
々
藝
考
に
抑
し
、
人
に
即
し
、
歴
史
の
跡
を
目
の
賞
り
見
さ
一
共
の

闊
し
て
も
贔
史
蹟
の
貴
重
さ
、
保
存
の
意
義
は
諒
解
せ
ら
れ
た
こ
と
と
信
す

ら
な
い
。
之
等
は
他
日
を
期
し
度
い
と
恩
ふ
が
t

乏
し
い
記
述
を
以
て

蹟

遣
構
の
面
白
さ
に
及
江
得
な
か
っ
た
不
十
分
さ
は
姦
詫
し
な
け
れ
ば
な

巧．＂＇’-り
‘5

史ー一

さ
相
た
も
の
に
ー
ー
聖
廟
が
選
存
す
る
の
み
の
110
の
も
あ
る
が

|
i湯

水

戸

津

佃

褒

他

姦

島
翌
堂
、
莞
弘
道
館
落
薔
崇
廣
堂
藩
藉
養
賢
堂
藩
薔
有
儲
館
藩
支

共

に

岡

多

久

喜
閑
谷
學
賛
奮
岡
山
藩
々
學
山
藩
多
久
型
廟
氏
等
が
あ
り
、
中

逹
氏

に
就
て
奮
弘
道
飲
の
如
ぎ
尊
皇
論
史
上
著
名
な
も
の
の
遺
存
し
て
ゐ
る

の
は
貴
璽
で
あ
る
、

葬
り
、
〈
の
冥
瓢
を
祈
つ
た
も
の
乃
＿
冗
緑
五
年
の
建
立
に
係
り
、
更
に

弘
化
二
年
よ
り
天
保
十
五
年
に
渉
る
鯨
の
過
去
帳
を
も
存
す
る
。
此
の

動
物
に
も
及
ん
だ
博
愛
心

r

，
佛
数
の
影
響
は
さ
る
こ
と
乍
ら
，
睾
か
な

固
民
性
の
流
露
と
し
て
貴
雷
＝
で
あ
り

B

数
多
い
史
謹
の
中
に
危
洵
に
優

に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
翠
げ
末
っ
た
と
こ
ろ
閃
史
蹟
中
の
ほ
ん
の
一
部
に
止
り
＼
幾

多
毀
重
な
も
の
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
選
憾
で
あ
っ
て
，
殊
に

の
骨
を

山

口

縣

ー一感 憫 蹟 史ー一

感
す
る
。

g
3
 

咋
-

渉
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
は
，
凡
慮
を
絡
す
る
宏
遠
な
る
御
事
績
と
感
激
の

外
た
＜
，
此
の
御
巡
探
に
よ
り
，
御
仁
慈
は
國
中
を
遍
＜
覆
ひ
'
各
地

の
坐
蹟
は
酋
末
雌
方
民
心
の
一
中
心
と
た
り
つ
＼
今
向
多
く
鄭
霊
に
尿

存
せ
ら
れ
て
を
り
、
之
を
拝
す
る
者
は

P

天
皇
の
御
賠
宇
と
御
仁
政
に

額
き
＂
明
治
に
於
け
る
國
選
の
躍
進
忍
此
の
御
事
績
あ
っ
て
こ
そ
と
、

今
夏
乍
ら
皇
室
の
有
雖
さ
を
恩
び
§
戟
々
臣
一
f
i

の
使
命
の
重
大
さ
を
痛

か
う
し
た
皇
室
を
中
心
と
す
る
史
蹟
を
核
と
し
つ
＼
史
蹟
に
は
ま

た
國
史
を
飾
る
多
彩
豊
富
た
分
野
が
全
國
に
散
在
す
る
が
，
今
文
敦
上

の
逍
蹟
，
國
民
惰
操
上
の
史
蹟
を
選
ん
で
若
干
逃
べ
よ
う
。
先
づ
學
校

証
と
し
て
は
、
足
利
學
校
証
虹
が
あ
り
，
下
つ
て
江
戸
時
代
に
入
れ
ば

幕
府
は
昌
平
臀
を
開
き
?
各
暮
は
夫
々
藩
校
等
疋
設
け
て
、
敦
學
に
膀

め
勺
國
民
素
質
の
向
上
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
泣
目
下
指
定

共
の
他
伊
藤
仁
齋
宅
字
古
義
堂
）
址
●
，
慕
樹
饗
院
趾
'

咸
宜
園
趾
~
緒
方
洪
庵
蓄
宅
及
塾

b

訟
下
村
塾
の
加
き
浴
英
オ
俊
奎
が

其
の
麹
土
に
家
塾
を
開
い
て
子
弟
を
育
成
せ
る
忍
の
が
あ
り
，
松
下
村

塾
は
今
更
喋
み
、
す
る
迄
忍
な
い
が
:
声
直
瀬
淡
窓
の
開
い
た
咸
宜
園

P

緒

方
洪
庵
の
塾
忍
沿
幕
末
よ
り
現
代
に
渉
つ
て
活
躍
せ
る
蔑
多
名
士
を
輩

出
し
た
所
と
し
て
逸
ず
る
こ
と
が
出
来
た
い
。
宣
に
今
日
の
國
這
隆
昌

の
基
は
此
等
の
聾
瞑
に
負
ふ
と
こ
ろ
多
い
が
，
懇
r
村
塾
を
訪
れ
る
者

は
，
共
の
さ
さ
や
か
な
徊
と
、
其
の
活
動
影
審
の
大
さ
と
を
封
比
し
て

今
喜
県
の
敦
育
者
の
偉
大
さ
重
要
性
に
認
く
で
あ
ら
う
。
更
に
敦
育
と

闘
聯
し
て
逸
す
可
ら
ざ
る
愁
の
に
山
形
縣
南
置
賜
郡
山
上
村
の
上
杉
治

巳日

憲
敬
師
郊
迎
趾
如
が
あ
る
。
此
の
塊
は
寛
政
八
年
米
澤
落
主
上
杉
鷹
山

が
細
弁
平
洲
を
恩
師
と
し
て
江
戸
か
ち
招
聘
し
た
時
，
親
し
く
出
迎
ヘ

た
虞
で
あ
り
，
此
の
事
績
は
夙
に
著
名
で
あ
る
巧
献
酬
と
し
た
普
門

院
等
け
今
に
遣
存
し
，
藩
主
の
身
を
以
て
遠
く
城
外
に
出
迎
ふ
る
と
こ

ろ
、
師
弟
の
隠
の
篤
き
美
鳳
言
微
す
る
洵
に
貴
霊
た
遺
蹟
で
あ
る
。
國

民
惰
操
の
上
に
眼
を
轄
す
れ
ば
慕
驀
敵
味
方
供
養
塔
疇
麟
宗
麟
原
供

養
賢
中
ノ
尾
供
養
碑
亨
戸
疇
疇
、
の
如
き
は
，
敵
味
方
一
闘
同
仁

の
所
謂
赤
十
字
精
前
の
褒
露
と
し
て
夙
に
著
明
で
あ
る
が
、

喜

言

村

の

宵

泥

島

誓

讐

冒

業

者

が

嶺

同

し

て
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一

部

金

参

拾

銭

送

料

共

一

支

部

時

報

第

畜

拿

皇
f

ょ
月
二
十
＇
五
｝
目
次
概
要

文

部

時

報

刊

行

計

霊

摘

嬰

昭

和

十

入

年

一

一

ヶ

月

一

金

六

拾

銭

送

料

共

l

日

刊

行

、

一
目
酌
本
省
行
政
＝
一
年
5
-
〈
少
法
令
政
―

i

肋
虞
｀
ー
ニ
虚

3

1
 

喜

詈

阿

知

セ

ジ

ム

：

こ

所

賛

行

誓

巻

頭

（

路

言

三

則

）

一

ー

六

ヶ

月

一

金

参

岡

六

拾

餞

＿

送

料

共

敦
育
憤
闘
等
，
臼
綺
提
扮
二
促
ナ
ラ
シ
ム
尼
ヲ
以
挨
拶
：
・
：
,
．
，
．
，
．
;
,
:
;•...... 

，
；
：
東
條
前
文
部
大
[

テ

目

的

ヽ

ス

挨

拶

・

゜

…

…

…

…

…

…

…

゜

：

…

…

：

岡

部

文

部

大

臣

ニ

ヶ

9

9直
煎

拾

錢

ー

送

料

共

l

-． 

師
誨
修
芽
公
民
苺
和
印
編
纂
趣
旨
・
・
・
加
慕
監
修
官

0
臨
時
拾
刊
父
は
噌
大
綺
薮
行
の
節
は
別
に
一

二
内
容
本
時
糾
翌
戟
類
謬
了
天
要
左
，
如
ジ

昭

賛

勅

謄

喜

律

・

勅

令

。

閣

令

・

省

令

。

訓

令

・

告

巻

一

代

金

申

受

け

ま

す

l

予
告
諭
・
訓
示
。
指
令
（
例
規

f-9
少
モ
？
．
）
．
洒
牒
鰐
史
に
於
け
る
永
遠
性
と
現
賓
性
・
・
肥
後
敦
羨
⑮
御
註
文
は
綽
て
前
金
に
願
ひ
ま
す
前
金
切

（

伺

蜆

ト

ナ

リ

叉

ハ

一

般

こ

摯

考

卜

＇

プ

レ

モ

/

)

。

語

末

志

士

の

囚

家

的

自

畳

れ

の

揚

合

は

送

本

い

た

し

ま

せ

ん

．
 

向

居

敦

授

i
-

璽
員
は
一
頁
七
拾
闘
以
下

b

―
―
分
こ
頁
一

法
令
倍
詑
立
疑
応
菱
字
省
ョ
サ
、
公
文
ニ
テ
同
答
一
ー
森
詑
信
の
畠
間
と
網
策
論
ー
：
―

ジ
ヌ
ル
ニ
J
.
/

）
，
任
免
、
四
袋
戒
門
唸
闊
・
哀
診
．
中
等
晶
校
令
及
び
斧
是
．．
 
，
 
．．
 
。
。
；
：
＇
…
岡
田
疇
毒
官
匝
拾
圏
以
下
、
四
分
ノ
ニ
羹
喜
岡
以
下

復

命

書

青

喜

？

吟

演

、

喜

諮

、

'

[

い

ぶ

賣

言

一

役

規

四

の

解

説

（

二

）

曾

我

部

甕

誓

と

す

。

褐

載

頁

数

は

甕

部

毎

に

誓

頁

を

超

•• 

；
0
0
0
9
,
'
:
e
o
.
;
,
；・・^
．．
 
0,0.
，b

 

．．．． 

ゆ
る
こ
と
を
得
ず

｀
・
文
部
省
の
御
指
定
に
依
っ
た
も
の
で
す

査
・
統
計
。
人
扇
ふ
亨
竺
汽
〖
唸
．
匂
顎
言
訓
哀
及
醇
繹

省
令
・
・
文
部
省
令
錮
五
十
二
誡
（
賓
業
學
校
卒
秦
程

翠

綱

葛

文

晶

時

枠

叫

娯

ノ

謬

編

琴

委

い

芸

網

冥

ー

副

委

員

長

讐

鸞

三

鼠

丑

宥

千

名

ヲ

匹

ク

昭

皐

八

年

六

月

l

]

主
一
日
印
刷
納
本

度
璧
窺
程
中
改
正
）
ヨ
＂
，
同
第
六
十
二
絨
マ
デ
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
五
日
鼓
行
（
第
尻
言

定
債
金
＝
＝
拾
鏑

十
一
件

編
繰
委
仄
長
《
い
げ
乳
四
長
ヲ
、
粕
盆
詞
委
員
長
《

東
京
市
鑓
町
甑
志
番
町
十
番
地
四

讐
幼
屈
閤
査
飩
誓
讐
之
＝
一
充
チ
、
国
誓
羹
員
ハ

韓

務

簡

員

中

ョ

リ

之

ヲ

令

予

言

ー

ア

凡

ト

キ

ハ

訓

令

：

文

部

省

訓

令

第

十

四

読

（

敦

職

員

共

濡

組

合

”

登

行

者

大

谷

保

喜

胃

｀

i

見

ヲ

求

ム

尼

コ

ト

ア

尼

ベ

シ

。

弐

ハ

令

庫

行

細

則

中

改

正

）

駈

東

京

市

且

蘊

扉

二

百

八

塁
印

刷

者

東

東

四

）

白

井

肪

吉

東
京
市
牛
込
互
西
翌
蔚
町
写
十
二
番
地

料
菰
集
こ
応
省
内
各
．
げ
晶
二
文
部
時
恨
粋
告
委
員
〗
呆
・
・
・
文
郊
省
告
示
翠
四
百
七
十
九
緯
（
札
幌
夜
間
蒻

ヲ
置
ク
。
文
館
時
秤
屈
曹
胃
三
介
祁
月
諜
l
．
甜
・
中
學
他
二
中
贔
羨
止
）
―

n"向
．

第

五

百

八

丁

統

一

＂

懃

印

刷

所

齊

E
5
.
L
3
裟

二

塁

誓
l

亭

．
 

筐
年
込
二
九
烹
ハ
番

務
官
、
理
靡
官
尉
）
蜘
託
笠
ヲ
以
テ
之
―
―
充
ツ
。
デ
百
二
件

必
要
＝
一
應
ジ
直
乾
各
部
、
各
府
縣
共
＇
，
他
ョ
＂
資
邁
牒
：
，
、
史
蹟
父
藤
天
然
紀
念
徊
ノ
保
存
旭
設
鑑
―
一
闘
東
京
市
京
橋
蓋
翌
塵
函
七
丁
目
一
番
地

料

ヲ

求

ム

加

コ

ト

ヲ

打

ス

尼

件

披

行

所

帝

国

地

方

行

政

學

會

電

誓

臭

六

貸

羹

1‘
羹
二
、
六
空
一
番

四
醗
行
本
時
報
ハ
讐
栢
A
列

五

誉

、

舞

靡

約

八

十

翁

任

及

孵

令

：

：

（

昭

和

十

八

言

一

月

＝

手

一

日

附

ー

振

替

貯

金

口

座

東

京

十

一

i

一
番

東
京
市
肺
田
謳
淡
路
町
ニ
一
；
九

配
給
元
日
本
出
版
配
給
株
式
會
社

頁
、
定
債
金
参
拾
銃
ヲ
襟
準
ト
シ
侮
月
―

-lBl
十
門
未
完
ー
＇
）

竺

肯

ヲ

勢

鼠

旦

：

冒

＇

，

靡

師

喝

託

外

喜

l

會

員

香

撃

二

塁

一

四

ー

~
,
1
'
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